
TNFD開示に向けた
アセットマネジメントOneの取組み

「企業が語るいきものがたりPart16 」

『自然のための金融の始まり』

2023年2月



アセットマネジメントOneのマテリアリティ
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生物多様性と環境破壊

マテリアリティの特定コーポレートメッセージの制定

情報開示（サステナビリティレポートの発行）
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出典）TNFD Framework Beta 0.1 よりアセットマネジメントOne作成

資産運用会社にとってのTNFD開示の重要性

自然に関連した金融のリスクと機会

社会経済活動が自然に大きく依存しているにもかかわらず、その自然は急速に失われている。一方で、自然の
保全と再生には大きなビジネス・雇用機会も存在。

そのような中、資産運用会社にとって、投資先企業が自然にどのように依存し影響しているか。また、自然に
関連したリスクと機会がどのようであるかを把握することが投資先の中⾧期の企業価値を考えるうえで重要。

それを把握し、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標に分けて開示するのがTNFDフレームワーク。



【開示のポイント】

 主要資産である国内株式資産について、自然関連のリスクと機会を統合評価するLEAPアプロー
チ（金融向けLEAP-FI）を用いて、産業セクターをベースにトップダウンによる分析を実施

 L（発見する）・E（診断する）・A（評価する）・P（準備する）の各要素を網羅

 生態系サービスへの依存や自然資本への負の影響だけでなく、自然資本に関する機会について
も分析

TNFD LEAP-FIによる当社国内株式資産の分析
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LEAP-FI開示のポイント ‐ E:診断する、L：発見する ‐

【E:診断する‐Evaluate】
 自然関連リスクの分析ツールである、ENCOREを利用して、国内株式資産に関して、依存してい

る生態系サービスや負の影響を与える影響要因、関連する産業セクター、自然資本を特定。
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当社国内株式資産の産業セクター
の自然資本の依存度

依存している
生態系サービス

生態系サービスを提供する
自然資本

その自然資本をポジティブに変えるため
に必要な15の社会システムの移行

出所）ENCORE、World Economic Forum、AlphaBetaの分析および外部専門家の意見を基に、アセットマネジメントOne評価・作成



LEAP-FI開示のポイント ‐ E:診断する、L：発見する ‐

【L:発見する‐Locate】

 主要な自然資本と認識した「水」「生息地」について地理情報を踏まえたリスク分析を実施。
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【セクターAの主要5社の水ストレス別海外工場割合】

分析例：水ストレス強度が高いセクターA 主要5社の分析

【セクターA主要5社の海外工場の水ストレスマップ】

出所）WRI「Aqueduct Water Risk Atlas」を利用し、アセットマネジメントOne評価・作成



【A:評価する‐Assess‐】

 先行的な分析であるWorld Economic ForumやAlphabetaのレポート、外部専門家の意見を
参考にネイチャー・ポジティブな社会に移行する中でのビジネス機会について評価

【L:準備する‐Prepare‐】

 生物多様性の課題の解像度を上げたうえで、スチュワードシップ活動や投資活動に統合。

 今後、COP１５で採択された2050年ビジョン、2030年目標に沿った取り組みと、
そのTNFDフレームワークによる情報開示を検討。

LEAP-FI開示のポイント ‐ A:評価する、P:準備する ‐

機会に関連する当社マテリアリティ生態系サービスを提供する
自然資本資産

自然資本資産を
ポジティブに変える15の社会システムの移行
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生産的・再生農法

地球環境と共存可能な消費活動

高循環・省資源型生産モデル

出所）ENCORE、World Economic Forum、AlphaBetaの分析および外部専門家の意見を基に、アセットマネジメントOne評価・作成
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水資源に関する方針策定（リスクの観点）

水産資源の保全（リスクの観点）

スマート林業の促進（事業機会拡大の観点）

原材料のリサイクル（事業機会拡大の観点）

生物多様性に関連する既存のアプローチ：企業との対話（エンゲージメント）



生物多様性に関連する既存のアプローチ：議決権行使、サステナブル投資方針

サステナブル投資方針（抜粋）

議決権行使ガイドライン（抜粋） ‐生物多様性に関する言及‐

「当社のフォーカスエリアの一つである「生物多様性と環境破壊」は、「気候変動」と相互に関連し合う大きな取組み領域で
す。パームオイルの製造における環境破壊に代表されるように、私たちの大量生産・大量消費・大量廃棄など自然環境へ
の配慮を欠いた社会活動が生物多様性（種）の喪失につながったと考えます。このようなことから自然環境に負荷をかけ
る経済システムからの脱却が必要であり、投資先企業には先ず事業活動が生物多様性に及ぼす影響の把握及び自然資
本の保全・回復に関するコミットメントと取組み方針の開示を求めます。そのうえで、トレーサビリティの強化と生物多様性
に配慮した原材料の持続可能な調達を含め、ポスト 2020 生物多様性枠組に沿った自然資本の維持・回復と増加に向け
た実効的な取組みを求めます。」
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マテリアリティ・マップで定める3つのフォーカスエリアのそれぞれにおいて、その行動基準に抵触する企業に対して
はエンゲージメントを実施し、進捗が見られない銘柄の中には、当社のESGファンド（インパクト投資もしくは ＥＳＧリ
ーダーファンド）での保有を禁止するものもあります。



詳しくは弊社「サステナビリティレポート2022」をご覧ください。
http://www.am-one.co.jp/img/company/47/sustainability_report_j2022.pdf


